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平成21年度　かながわ安全・安心まちづくり「標語」「ポスター」コンクール入賞作品が決定しました！

「標語」　　　　　
コンクール最優秀賞「おかえり」の  声がたくさん  帰り道 

鎌倉市立山崎小学校　３年生　熊木　ひと美

受賞者の皆さんと
松沢知事

「標語」
コンクール
優秀賞

小学生の部
ひったくり　あなたのスキを　ねらっている 綾瀬市立綾瀬小学校　　 ２年生　鈴 木 　 優 斗
戸じまり　バッチリ　どろぼう　ガックリ 厚木市立緑ケ丘小学校　 ４年生　馬場　菜々子

中学生の部
あなたから　かけるあいさつ　鍵になる 茅ヶ崎市立鶴が台中学校 ２年生　亀 井 　 優 亮
あわてない　オレオレ電話　あなただれ？ 山北町立山北中学校　　 １年生　池 田 　 　 敦

高校・　
一般の部

わが孫と　思って実行　見守り活動 横浜市神奈川区　　　　 　　　　石 渡 　 光 江
声かけの　小さな勇気が　防犯灯 海老名市　　　　　　　　 　　　関 口 　 徹 夫

「ポスター」コンクール入賞作品
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神奈川あいさつ一新運動
地域の安全・安心はあいさつから

平成21年度　かながわ安全・安心ま
ちづくり「標語」「ポスター」コンクール入
賞作品が決定しました。これらの作品は、
安全・安心まちづくりの普及啓発に広く
活用していきます。 
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岸　樹実

中学生の部　
最優秀賞
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安全・安心まちづくり旬間　（１０月１１日～２０日）
たくさんのご参加・ご協力ありがとうございました！

犯罪被害者の方々への支援について

◀▼出陣式の様子 ◀逗子高校吹奏楽部

誘拐防止教室の
様子▶

11月25日から12月1日は、犯罪被害者週間です
誰もが犯罪の被害に遭う可能性があります。皆さんも、犯罪防止、そして犯罪被
害者の方々の置かれた状況について考えてみませんか。　

10月11日～ 20日は「神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例」において定めら
れている安全・安心まちづくり旬間です。期間中には次のような防犯の催しが実施されました。

神奈川県における犯罪被害者週間の主な取組み
○犯罪被害者週間キャンペーン

日　時  １１月２７日(金)　１３時５０分から１５時３０分
場　所  横浜駅東口横浜新都市プラザ（横浜そごう地下2階正面入口）
内　容  神奈川県警音楽隊の演奏、キャンペーングッズの配布など

○国民のつどい「神奈川大会」

日　時  １１月３０日(月)　１３時３０分から１７時
場　所  横浜駅東口新都市ホール（横浜そごう９階）
内　容  講演会、神奈川県警音楽隊の演奏、パネルディスカッションなど
申　込  電話のみ受付　※希望者多数の場合は抽選（定員　３００人）

　　　　　　 申込先：県安全・安心まちづくり推進課
　　　　　　 Tel. 045（312）1121（代表）（内線3431･3432） 

県内一斉防犯パトロール
旬間中に実施された県内一斉防犯パトロールでは、延
べ約２万2千人の方にご参加いただきました。10月10日に
旬間出陣式とパトロールを「センター南広場」で開催し、

羽田副知事、渡辺県警
察本部長、吉田都筑区
長が参加しました。

かながわ防犯フェスティバル
10月17､ 18日の両日､みなとみらい　クイーンズスクエ

ア横浜内クイーンズサークルにて開催し、多くの方にご来
場いただきました。くらし安全指導員による誘拐防止教室
をはじめ、県立逗子高校吹奏楽部の演奏やクイズラリー、

ミニ白バイ記念
写真撮影などが
行われました。



悪質商法から消費者を守る法律が改正されました（12月1日施行）！！

どこに相談すればいいの？ ➡ 県内の消費生活相談窓口へ

あきらめないで!!「クーリング・オフ（無条件契約解除制度）」
クーリング･オフできる取引（通信販売はできません） 法定書面交付日から

訪問販売（キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠（SF）商法を含む）

8日間電話勧誘販売

特定継続的役務提供（エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、　　　　　学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス）

連鎖販売取引（マルチ商法） 20日間業務提供誘引販売（内職・モニター商法）

①訪問販売の場合、業者からの
「再勧誘」が禁止されました。

②訪問販売の場合、業者からの 
「※過量販売」が禁止されました。

③通信販売の場合、業者による   
「返品規定の明示」が義務となりました。

『特定商取引法』が改正され、さらに消費者の保護が図られることになりました。

主な内容は、以下①～③のとおりです。

一度勧誘を断った人に、再度勧誘することは
禁止されます。

かながわ中央消費生活センター　℡ 045-311-0999（平日9:30 ～ 19:00/土･日･祝休日9:30 ～ 16:30）

事業者が、クーリング・オ
フについて、うそを言ったり
脅したりして、消費者がクー
リング・オフすることを妨害
した場合には、期間が過ぎて
もクーリング・オフできます。

しつこい勧誘は、
きっぱりと
断りましょう！

※：日常生活で通常必要とする量を著しく超える量の取引
契約から１年以内ならば、契約を解除することが
できます。

必要のない大量の
取引は、契約を
解除しましょう！

広告に返品についての記載がない場合、商品到着日から
８日以内ならば、返品できます（費用は消費者負担）。

テレビ・ネット
ショッピングは、
返品規定を
要確認！

横浜市 ℡ 045-845-6666 逗子市 ℡ 046-873-1111 海老名市 ℡ 046-292-1000
川崎市 ℡ 044-200-3030 相模原市（北）℡ 042-775-1770 座間市 ℡ 046-252-8490
横須賀市 ℡ 046-821-1314 （相模原）℡ 042-776-2511 南足柄市 ℡ 0465-71-0163
平塚市 ℡ 0463-21-7530 （南）℡ 042-749-2175 （中井町、大井町、松田町、山北町、

  開成町にお住まいの方も）（大磯町、二宮町にお住まいの方も） 三浦市 ℡ 046-882-1111
鎌倉市 ℡ 0467-24-0077 秦野市 ℡ 0463-82-5181 綾瀬市 ℡ 0467-70-5605
藤沢市 ℡ 0466-25-1111 厚木市 ℡ 046-294-5800 葉山町 ℡ 046-876-1111
小田原市 ℡ 0465-33-1777 （清川村にお住まいの方も） 寒川町 ℡ 0467-74-1111
（箱根町、真鶴町、湯河原町にお住まいの方も） 大和市 ℡ 046-260-5120 （茅ヶ崎市にお住まいの方も）

茅ヶ崎市 ℡0467-82-1111 伊勢原市 ℡ 0463-94-4711 愛川町 ℡ 046-285-2111
（寒川町にお住まいの方も）



ポスター　Ａ２判縦 チラシ裏面（表面はポスターと同じデザイン）
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「ひったくり」、あなたも狙われています！

「啐
そっ
啄
たく
同
どう
時
じ
」

“湘南地域防犯活動団体交流会”
今回は、県平塚合同庁舎にて平成21年8月1日（土）

に開催されました「湘南地域防犯活動団体交流会（参加
者：地域防犯団体員等62名）」の内容をご紹介します。
講師の大磯町立国府中学校生沢分校木村先生から、

「子供たちを見守る大人としての関わり方」の講話があ
りました。『「啐啄同時（そったくどうじ）」とは、禅の言葉で、
野鳥の卵の中のひな鳥が、殻を破って外に出ようとコツ
コツとつつくことを啐（そつ）といい、ちょうどその時に

親鳥が外から殻を
つつくことを啄（た
く）という。まさ
に「機を得て両者
相応じる得難い好
機」のことを「啐啄
同時」という。つ

まり、子供たちが伸
びようとする瞬間を
逃さずに、周囲の大
人がそれに気づき、

認め、励まし、見守っていくことが大切である。』･･･筆
者にとっては、初めてお聞きする含蓄のあるお言葉でした。
続いて行われた分科会では、「無理をせず、できる人

ができる時にできる事をするパトロール」について、意
見交換が行われました。『時間帯の制限をしないパトロー
ルを計画した。昼は女性を中心に巡回してもらい、夜
は仕事から帰宅した男性を中心に巡回することで分担し
ている。毎回拡声器等を利用して、その時期に地域で
起こっている犯罪を盛り込んで呼びかけている･･･。』など。
今回の交流会は、防犯団体員にとって「啐啄同時」と

なったようです。

県では、ひったくり被害防止に向け、神奈川県出身の女優高島礼子さんにボランティア協力いただき、
注意喚起ポスター・チラシ、動画ＣＭ及び音声メッセージを作成しました。

○ポスターは、鉄道・バス
車内、公共施設、商業施
設等において掲示すると
ともに、チラシについては、
県くらし安全指導員によ
る防犯教室・キャンペーン
等において配布をします。

○動画ＣＭは、県ホーム
ページや県内各地の街頭
ビジョンで放映するほか、
ケーブルテレビでの放送
も行っています。県のホー
ムページでもご覧いただ
けます。
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（県ホームページ）http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/anzenansin/hittakuri/index.html


